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〔
省

令
〕

〇
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
経
済
産
業
五
八
）

J

〇
装
置
型
式
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
国
土
交
通
七
八
）

J
I

〇
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
環
境
二
八
）

〔
告

示
〕

〇
科
学
技
術
基
本
計
画
を
公
表
す
る
件

（
総
務
・
外
務
・
文
部
科
学
・
厚
生
労

働
・
農
林
水
産
・
経
済
産
業
・
国
土
交

通
・
環
境
一
）

J
I

〇
国
債
証
券
買
入
銷
却
法
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
国
債
の
買
入
消
却
に
関
す
る
件

（
財
務
三
四
八
〜
三
五
〇
）

K
R

〇
個
人
向
け
国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省
令

第
四
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
中
途

換
金
に
係
る
個
人
向
け
国
債
の
買
入
消
却

に
関
す
る
件
（
同
三
五
一
）

L
K

〇
重
要
文
化
財
の
指
定
の
一
部
を
解
除
す
る

件
（
文
部
科
学
一
五
二
）

L
M

〇
文
化
財
を
登
録
有
形
文
化
財
に
登
録
す
る

件
（
同
一
五
三
）

地
方
公
共
団
体

教
育
職
員
免
許
状
失
効
、
公
示
送
達
関
係

J
L
R

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

J
M
I

〇
登
録
有
形
文
化
財
の
登
録
を
抹
消
し
た
件

（
同
一
五
四
）

L
R

〇
登
録
有
形
文
化
財
の
名
称
を
変
更
し
た
件

（
同
一
五
五
）

L
R

〇
登
録
有
形
文
化
財
の
管
理
団
体
を
指
定
す

る
件
（
文
化
庁
五
九
）

〇
重
要
文
化
財
の
管
理
団
体
を
指
定
す
る
件

（
同
六
〇
）

〇
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定

め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
国
土
交
通
一
〇
八
四
）

〇
装
置
型
式
指
定
規
則
第
五
条
に
規
定
す
る

国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
国
を
定

め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
一
〇
八
五
）

M
O

〇
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
二
章
及
び

第
三
章
の
規
定
の
適
用
関
係
の
整
理
の
た

め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を

改
正
す
る
件
（
同
一
〇
八
六
）

M
P

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

M
P

特
殊
法
人
等

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
平
成
二

十
二
事
業
年
度
財
務
諸
表
（
独
立
行
政
法

人
沖
縄
科
学
技
術
研
究
基
盤
整
備
機
構
・

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱

物
資
源
機
構
）、
独
立
行
政
法
人
農
業
者

年
金
基
金
平
成
二
十
二
事
業
年
度
決
算

等
、
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
料
金
の

額
及
び
徴
収
期
間
の
変
更
・
工
事
一
部
完

了
、
西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
工
事
一

部
完
了
、
特
定
計
量
器
型
式
承
認
、
日
本

弁
護
士
連
合
会
懲
戒
の
処
分
関
係

R
N

〇
経
済
産
業
省
令
第
五
十
八
号

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日

経
済
産
業
大
臣

枝
野

幸
男

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
十
一
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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